
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

教育施設・児童福祉施設等の整備■剣彦の技術的支援業務

概

特命随意契約理由書

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

く施設整備及び改修業務においては、整備計画を進める際の複雑さや難

易度が高まってきており、事業の長期化や緊急的な課題に対応するため

の改修が増えているなどの課題を抱えている。

所管課である子ども施設課内における技術職員の不在やノウハウの不

足を補うために、民間の建築・設備等専門技術者による相談・支援体制を

つくり、専門的業務の調査や資料作成・アドバイス支援等の技術の提供

を受ける。

選定理由

その他

23 q、

1.プロポーザノレ年度令和4年度

(令和5年3月27日付4千子子施発第906号令和5年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3.継続年数 2年

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

明豊ファシリティワークス株式会社

千代田区平河町二丁目7番9号/

担当課

令和

根拠規程

6年チ月1日

※,

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

9j U 6白フタ" P
1/

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

^

〆

円(消費税を含む)

物品 三
口委



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

教職員向け勤怠管理システム保守業務

工事

概

物品

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

要

物品・委託

教職員向け勤怠管理システムの安定的な稼働が可能となるよう保守

をイテう。

1 プロポーザル年度令和4年度(令和4年6月29日、 4千子指

導発第 339 号)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4

契約の相手方

4

継続年数 3年

評価業務成績の評価も良好であるため、引き続き令和6年度に

おいても下記事業者を契約の相手方に指定する。

51ぢ

※契約年月日

法人名

所在地

※契約金額

契約期間

富士通J即飢株式会社,京父三ピyxz"t.松都
東京都港区東新橋一丁目5番2号

担当課

令和 G 年 q 月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

子ども部指導課

21,683,640円く;箙税そ含でノ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

、＼

1

2
 
号
 
3



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段小学校・幼稚園総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工

選定理由

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要 九段小学校・幼稚園の安全・良好な環境の保持のための総合維持管理

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改三Dに基づき、令和5年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和5年度の業務成

績は良好なため、概ね同条件、同金額で、令和6年度に限り契約の相

手方に指定するものである。

契約の相手方

※契約年月日

NO

※契約金額

称

契約期間

株式会社秀光

東京都葛飾区堀切五丁目7番1」409号

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日~令和7年3月31日

物品:物品

4月

子ども部子ども施設課

70,9'3 /P D
^

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)

也イそ三
口

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・(委診、その他

九段小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 3年

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

チ売

※契約年月日

※契約金額

その他工事

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社東洋食品

東京都台東区東上野1-14-4

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

る年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

千月

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

28,タチ3j ooo

IH

円(消費税を含む)

2
 
3



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段小学校放課後子どもプラン「放課後子ども教室」業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・託その他

要

選定理由

九段小学校において、放課後児童の居場所を確保するために、授業

終了後の学校施設を活用して、児童の自主的な遊び・学びの場を提供

するとともに、その指導・援助を通じて放課後児童対策を行う

実施場所である九段小学校には、民設民営の学校内学童クラブが併

設され、その運営を下記事業者が行っている。

放課後子ども教室事業と学校内学童クラブは対象者が異なるもの

の、同じ放課後児童対策事業である。当該業務は、学童クラブの本体

業務と密接に関連する付帯的な業務であり、学童クラブの事業者に履

行させることにより、一元的な管理の下で児童の居場所が確保でき、

経費の節減ができるなど有利と認められる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

3B

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

特定非営利活動法人放課後NP0アフタースクール

6年1月令和

根拠規程

東京都文京区本郷1-20-9 本郷元町ビル5F

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

2 ヲ、094,930
楽棄他墳卸契約のため、契約金額は支

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

児童・家庭支援センター

円(消費税を含む)

1

i



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

九段上集会室機械警備業務

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭詔、その他

選定理由

九段上集会室における災害・犯罪・事故等を未然に防止するととも

に、緊急時における迅速な対応を図り、利用者・地域住民その他の安

全に寄与するため有線通報設備による警報ができる機械式警備機器

を設置し監視を行う。

本集会室は、平成7年から下記業者製の警備用機器類を設置し警備を行っ

ている。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務

成績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

33子

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

綜合警備保障株式会社

東京都港区元赤坂一丁目6番6号

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年4

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地域振興部富士見出張所

528,600

月

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

三崎町中継所及び飯田橋車庫機械警備業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要 三崎町中継所及び飯田橋車庫における火災・盗難その他の事件事故

を防止すると共に、緊急時における迅速な対応を可能にし、利用者・

地域住民その他の安全に寄与するため、有線通報設備による警報がで

きる機械式警備機器を設置し監視を行う。

選定理由 三崎町中継所は東京都からの移管(平成12年)以前から、飯田橋車庫

は平成12年度から、下記業者製の警備用機器類を設置し警備を行って

いる。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務成績は

良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、引き続き

円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に指定する。

33升'

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

綜合警備保障株式会社

東京都港区元赤坂1丁目6番6号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年イ月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日

環境まちづくり部千代田清掃事務所

ι6/0千00

地方自治法施行令第167条の2第1項第 6号

日

円(消費税を含む)

その物品:物品 @



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段中等教育学校学校管理システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品・匡璽)その他

要 学校管理システム用ハードウェア及びソフトウェアの保守

1.プロポーザノレ年度:平成28年度

(平成29年3月8日付28千中等シ発茄7号平成30年度開始)

2.該当:千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4号

3.継続年数:7年

4.更新:令和4年1月20日付3千指業委第13号「指名業者選定委員

会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

契約の相手方

3ワf

※契約年月日

※契約金額

日

円(消費税を含む)

契約期間

エスエイティーティー株式会社

東京都千代田区神田三崎町一丁目3番12号

水道橋ビル8階

担当課

令和 6年4月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

九段中等教育学校経営企画室

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

ヌ 0 65),70ひ
1

名
住

称
所



件

種

名

概

類

都市計画情報提供システム保守・運用業務及び研修業務

特命随意契約理由書

要

工事

物

本業務は、最新の都市計画情報等を更新・提供するため、「都市

計画情報提供システム」(以下、「本システム」という。)を保守・

運用するものである。

あわせて、システムを有効活用することを目的として操作方法を

広く環境まちづくり部職員に習得させるための操作研修を実施す

る。

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品(ミ蚕註入その他『ロ

選定理由 1 導入年度平成28年度

下記業者は、本システムの開発業者である。運用・保守及び操作

研修を実施するにあたり、既設の機器、設備、情報処理システム等

と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確に

なり、また、故障発生時の原因究明・故障修理など対処が困難にな

る等、業務の履行を達成できないものである。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ヲ心、

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

地方自治法施行令第167条の6第1項第6号

担当課

日

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法衛に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

ESR1ジャパン株式会社

〒102-0093 千代田区平河町2 -フ-1

令和

S,3千'/ 000 円(消費税を含む)

6年弓月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日

環境まちづくり部景観・都市計画課

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

(仮称)神田錦町三丁目施設整備等業務にかかるモニタリング支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品委託、その他
口
ロロ

選定理由

(仮称)神田錦町三丁目施設のDB0事業者が区に提出するセルフモニ

タリング計画書および提出状況・要求陛能確認書並びにその他募集要項

等において定める各業務に関する提出書類について、区が実施する確認

に関して、専門的知見から助言等を行う。

本業務は、令和4年度及び令和5年度に契約した「(仮称)神田錦町三丁

目施設整備に係るアドバイザリー業務」を引き続き、令和5年度にプロポ

ーザルで選定したDB0事業者の履行状況に関するセルフモニタリングの実

施支援を行うものである。そのため、本業務実施にあたっては、これまで

得た知見を活用しつつ、継続性・一体性を保つととが極めて重要であり、

本業務はこれまでのコンサルティング業務と密接不可分の関係にある。

下記業者は「(仮称)神田錦町三丁目福祉施設整備事業手法検討調査業務」

(令和2年度)及び「(仮称)神田錦町三丁目施設整備に係るアドバイザリ

一業務」(令和3、 4、 5年度)の受託者であるため、当該整備予定施設の

整備状況を熟知しており、それを踏まえてのアドバイザリー業務が可能で

ある。また、当該施設整備に関する区の検討状況等も十分に把握している

ため、精度の高いアドバイスに加えて、区の意向に沿った資料作成や事例

検討が担保できるとともに、事前準備等の履行期間の短縮が考えられ、業

務品質や経費面においても有利と認められる。令和4、 5年度の業務成績

も良好であることから下記事業者を契約の相手方に指定する。

2訂

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

令和

株式会社日本総合研究所

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

4年4月1

東京都品川区東五反田ご丁目18番1号

令和6年4月1日~令和7年3月31日

/ 0オ4・ro/ 0 ク

保健福祉部障害者福祉課・高齢介護課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

0 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

「おがちょ教育交流事業」補助業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・匡邑)、その他

選定理由

要 「おがちょ教育交流事業」の実施にあたり、乗船券、宿泊施設等の

手配を委託する。

2011年の小笠原諸島の世界自然遺産登録によって、小笠原を訪れ

る観光客は増加しているが、現地の宿泊施設やエコツァー等のガイド

事業者数は、世界自然遺産登録以前から横這いの状況が続いている。

このため、本事業実施時期である繁忙期における団体客の宿泊施設及

びガイド事業者の確保は非常に厳しい状況となっている。

特に、夏休みの期間は、一年の中でも特に来島客が多い繁忙期であ

り、また、本事業は、スタッフを含めた参加人数が20 名を超える規

模となっているため、小笠原の団体旅行の取扱実績のある旅行会社等

を通じて現地事業者との交渉にあたる必要があるが、現地事業者の手

配について実績のある旅行会社の数は少ない。さらに、現地でのプロ

グラム等を決定するにあたり、業者と綿密な連携が必要であり、本士

(区部)に事務所を置く旅行会社は、下記の1社のみとなってぃる。

このととから、下記の事業者を契約相手方とする。

q/j

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

令和 6年中月/

株式会社ナショナルランド

港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワ-3階

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和6年8月31日まで

千代田区教育委員会事務局子ども部子ども総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

j, J9つ,クaク

日

円(消費税を含む)

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

A1活用相談支援サービスの利用

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

選定理由

要 職員の相談対応業務の作業の効率化や情報共有の支援のためA1活

用相談支援サービスを利用する。

本業務におけるA1活用相談支援サービスのシステムは、下記事業

者が令和5年度に指名競争入札で落札し、システム導入を行った。現

行システムの利用にあたっては、既設の機器、システムと密接不可分

の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、障害

発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履

行が達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

2yj

※契約金額

契約期間

＼

公夫哲峰舒株式会社アイネス

東京都港区港南一丁目9番1号

担当課

令和

.

根拠規程

.

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年リ月/

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部デジタル政策課

1, q 5"2,0クク

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)

.

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

UNEセグメント配信システム保守運用業務

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿西、その他ロロ

UNEセグメント配信システムの保守運用を行い、円滑な情報発信と

ユーザーが快適に情報を受け取れる体制を維持管理する。

七

下記事業者は、LINEセグメント配信システムを設計・開発をした

事業者であり、本システムの保守業務については、既設のシステム

と密接不可分の関係にあり、システム開発者以外に履行させた場合、

責任区分が不明確になり、また沽郊章発生時の原因究明・故障修理な

どの対処が困難になるなど、業務の履行を達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

}》フ

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

グローノ>レデザイン株式会社

東京都港区港南二丁目16番4号

品川グランドセントラルタワ一部皆

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

4月

政策経営部広報広聴課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

1 0

/, q ヲ・フ, 0OP

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

PM0神田須田町清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他

PM0神田須田町2~4階の執務室環境維持のため、清掃業務を実

施する。

PM0神田須田町2~4階の清掃業務については、賃貸借契約書及

び館内規則の諸規定に基づき、同施設の所有者である野村不動産株式

会社が指定する業者に請け負わせることとしている。

以上の理由により、野村不動産パートナーズ株式会社を契約の相手

方として指名する。

契約の相手方

※契約年月日

卯7

※契約金額

号

称野村不動産パートナーズ株式会社

契約期間

担当課

所中央区日本橋室町一丁目13番7号

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

qヲ0710タ
(消費税を含む)※税倆喩喫約の元め、契約金額は支出限度額円

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

子ども部指導課児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

2

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

いきいきプラザー番町高齢者住宅生活協力員業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託その他

要

選定理由

高齢者住宅の入居者が、在宅で自立した生活を送り、地域社会で孤

立せずに生活を営めるよう支援を行う。

下記業者は、いきいきプラザー番町の指定管理者かっ一番町特別養

護老人ホームの運営法人である。また、本高齢者住宅は、いきいきプ

ラザー番町の建物内にある。そのため、同一法人に委託することによ

り夜間・緊急時の対応や他の高齢者サービスとの連携など、より迅速

で細やかな対応が可能となる。以上の理由により、下記業者を契約の

相手方に指定する。

契約の相手方

3チδ

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 社会福祉法人カメリア会

東京都江東区亀戸3丁目36番5号

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

※網ラ乏両

チ月

環境まちづくり部住宅課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

治

2,曾《S,9イ0
の・

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

いずみこども園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医砂その他

要

選定理由

いずみこども園の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1 プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数2年

評価良好のため

評価も良好なため、引き続き下記事業者を契約の相手方に指定す

る。

チ"

契約の相手方

※契約年月日

ン

※契約金額 円(消費税を含む)

材、

契約期間

所

担当課

株式会社メフォス

東京都港区赤坂二丁目23番1号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2易仟幻,20/

1 0

2
3
4
5

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

インターネット行政情報サービス(iJAW)の利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

区の事務事業の推進や政策立案等に役立てるため、区職員が業務用

PC端末から最新の行財政ニュース、官庁ニュース等を閲覧できる行政

情報サービスを利用する。

区の事務事業の推進や政策立案にあたっては、中央官庁や、他の地

方公共団体等に関する最新情報を把握する必要がある。

「iJAⅧ」は、中央省庁や地方公共団体の動向、政治・行政・社会

ニュース等を行政職員向けにりアルタイムで配信するサービスであ

る。中でも、同社の「官庁速報」は、記事の9割以上が新聞やインタ

ーネット等のマスメディアには配信されていない専門的な行政ニュ

ースであり、国や地方自治体の広範にわたる政策情報等を日刊で配信

するこのサービスを提供しているのは、当該業者のみである。

また、「iJAW」は優れた画面構成や操作性で扱いやすく、庁内職員

が操作に習熟しており、業務上必要な情報を十分に得ることが、できる

ものである。

よって、下記業者を契約の相手方として指定する。

乙og

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社時事通信社

東京都中央区銀座5-15-8

担当課

令和 6年 q月/

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部企画課

/,β/,9do

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

ウォーカブルなまちづくりの取組みの企画・実施等支援業務

類

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・物品くき1工)その他

要 千代田区は、令和3年5月に改定した「千代田区都市計画マスタープラン」

を基に、令和4年6月に「千代田区ウォーカブルまちづくりデザイン」を策

定する等、「つながる都心」の実現に向け、様々な事業を展開している。

本業務は、千代田区ウォーカブルまちづくりデザインに基づき、実施地域に

適した日常的な公共空間等の利活用を目指したウォーカブルなまちづくりの取

組みの企画・実施及び効果検証をするものである。

選定理由 1 プロポーザル年度令和4年度

(令和4年3月31日付4千環景都発256号令和5年度開始)

2 該当千代田区プロポ」ザル方式業者選定実施要項第8条第6号

3 継続年数 2年

4 評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

4ゆ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

.

一般財団法人計量計画研究所

新宿区市谷本村町2-9

契約期間

令和

担当課

b年1月

根拠規程

0

契約締結の翌日から令和7年3月31日まで

この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

※印を示した項目については、契約課で記入します。0

環境まちづくり部景観・都市計画課

22q7q、000

日

名
住

称
所



件 名

種

お茶の水小学校樹木(ウメノキ・サトウカエデ・ソメイヨシノ)

復植後維持管理及び接ぎ木苗管理業務

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他物品・

お茶の水小学校・幼稚園新校園舎は数年間の施設整備期間を経て令

和6年1月に竣工し、同年4月より運用が開始される予定である。

施設整備にあたっては、一部の樹木の移設を行い、新校園舎竣工に

合わせ校舎敷地への埋め戻しを行った。

埋め戻された樹木はまれに根付かず枯損することがあり、特に丁寧

な管理が必要であることから、施設の総合管理業務とは別に維持管理

を実施する。

さらに、枯損した場合に備え、代替となる接ぎ木苗(ウメノキ)の

維持管理を行う。

選定理由 本件は、お茶の水小学校施設整備に伴う移設樹木の埋め戻し後の維

持管理及び接ぎ木苗の維持管理を行うもので、樹木が校舎敷地に根付

くまで安定した環境での生育が必要である。

下記事業者は、平成30年度入札手続きにより「ウメノキ根回し作

業及び接ぎ穂採取並びに接ぎ木苗維持管理」業務を受託、続いて令和

元年度「樹木移設作業及び管理業務」、令和2~5年度「樹木及び接ぎ

木苗管理業務」、令和5年度「樹木復植外業務」を受託した業者であ

り、本件樹木の接ぎ木苗(ウメノキ)を自社管理しているため、本業

務を委託できる唯一の業者である。以上の理由から、下記業者を契約

の相手方に指定する。

Iqチ

契約の相手方

ノ

※契約年月日

※契約金額

日

契約期間

円(消費税を含む)

担当課

株式会社富士植木

東京都千代田区九段南四丁目1番9号

y "/令和 6年

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/,68 ヲ,つ00

三
口

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

お茶の水小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭診.その他

お茶の水小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

1.プロポーザル年度令和5年度(令和6年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数初年度

4.プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方に指

定司、る。

契約の相手方

※契約年月日

S20

※契約金額

契約期間

称

担当課

所

株式会社スエヒロ

東京都中央区銀座6・14-20

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部学務課

24,1qo,320

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

お茶の水小学校放課後子どもプラン「放課後子ども教室」業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・託 その他

要

選定理由

お茶の水小学校において、放課後児童の居場所を確保するために、

授業終了後の学校施設を活用して、児童の自主的な遊び・学びの場を

提供するとともに、その指導・援助を通じて放課後児童対策を行う。

実施場所であるお茶の水小学校には、民設民営の学校内学童クラブ

が併設され、その運営を下記事業者が行っている。

放課後子ども教室事業と学校内学童クラブは対象者が異なるもの

の、同じ放課後児童対策事業である。当該業務は、学童クラブの本体

業務と密接に関連する付帯的な業務であり、学童クラブの事業者に履

行させることにより、一元的な管理の下で児童の居場所が確保でき、

経費の節減ができるなど有利と認められる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

j/ y

※契約年月日

※契約金額

拠

契約期間

称

担当課

所

株式会社エデュケーショナノレネットワーク

令和

根拠規程

, 21'9r16、700
楽紺'●蚤契約のため、契約金額は支出限度狼

千代田区富士見二丁目Ⅱ番Ⅱ号

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6

令和6年4月1日から令和7年3月31日

年

子ども部

W"/

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

児童・家庭支援センター

日

円(消費税を含む)

1

名
住



件

種

名

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

ガスコージェネレーション保守点検業務(九段小他2施設)

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿i回、その他

選定理由

九段小学校、神田一橋中学校、麹町保育園に設置されたガスコー

ジェネレーション(ジェネライト)保守点検業務

1.各施設の機器、設備は、下記事業者が設置したものである。

2.本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と密

接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確になり、

故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるなど業務

履行が達成できない。また、ガス機器の安全性確保のため、取扱

いにあたっては特に専門的な技術を要する。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する

30 P

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

令和

東京瓦斯株式会社企画部

港区海岸1-5-20

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

ξ年千お 10

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども施設課

794,ル父

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

キャッシュレス決済端末運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭西その他

千代田区施設の窓口において、各種手続の申請や施設の使用にあた

り発生する費用について、区民の利便性向上のため、キャッシュレス

決済が可能となる端末等(以下「キャッシュレス決済端末」という。)

を導入している。本業務は、導入機器の運用・保守、指定納付受託業

務を行う。

選定理由

1 プロポーザノレ年度令和3年度

(令和4年3月7日 3千政IT発第237号令和4年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第

4万

3 継続年数 3年
、、、

業務成績は良好であるため、プロポーザルによって選定された下記業

者を契約の相手方に指定する。

380

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 大和ハウスフィナンシャル株式会社

大阪府大阪市中央区北浜東4番器号所

担当課

6年仟月1令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部デジタル政策課

2;438,1P O

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住



件
,

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

コオーディネーショントレーニング指導業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委^その他

コオーディネーショントレーニングの指導を委託する。

コオーディネーショントレーニングとは、脳科学や運動生理学の見

地から開発され、脳、神経及び筋などの機能を開発・改善することで

子どもの体力向上や健康増進が期待できるトレーニングである。

下記業者は、東京都教育委員会とともに平成25年度からコオーデ

イネーショントレーニングの実践研究を進めており、平成28年度か

らは継続して東京都教育委員会が指定した地域拠点校(都内区立幼稚

園、小学校及び中学校)を対象にコオーディネーショントレーニング

指導を行う実績ある団体である。千代田区でも平成28年度から東京

都コオーディネーショントレーニング地域拠点校として、下記業者が

継続して派遣指導を行ってきており、指導の一貫性を保ち、幼児、児

童及び生徒の混乱を防ぐ点からも同一団体からの指導が適当と考え

る。以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

選定理由

"ダ

契約の相手方

※契約年月日

名称

※契約金額

特定非営利活動法人

日本コオーディネーショントレーニング協会

東京都江戸川区東葛西6-4-10-201、

/

契約期間

住所

/

担当課

ι年チ月令和

※

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

1

、

,,peo,ク0グ
のため

令和6年4月1日から令和

千代田区教育委員会事務局子ども部指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

尿

1 0

<む)

7年 3月 31日

¥
一



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ごみ収集業務等に係る労働者の派遣

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物・委託、の他

選定理由

燃やすごみ・燃やさないごみ・粗大ごみ等の収集、狭小路地引き出

し、その他関連・付帯する業務に係る労働者の派遣を委託する。

1 プロポーザノレ年度

令和3年度(令和4年度~開始)

(令和4年3月23日付3千環千清発第534号)

2 千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3 継続年数 3年

4 評価

業務成績が良好なため、引き続き下記事業者を契約の相手方に指定

する。

契約の相手方

乙q6

日※契約年月日

※契約金額

2方

契約期間

称 株式会社三幸コミュニティマネジメント

東京都板橋区中丸町51-10 BRO01【S 中丸7階所

担当課

令和

根拠規程

ヲク/フタク, b'げ
楽博1西 契約のため、契約金額は支出限度額

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年リ月/

円(消費税を含む)

令和6年4月1日~令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第

環境まちづくり部千代田清掃事務所

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

シルバートレーニングスタジオ運営業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設信剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・(舌jヲ、その他

要

選定理由

主体的に運動を続けることが困難な高齢者の外出を促し、体力が低

下していても安全に運動できる機会と地域活動・社会参加に関する情

報を提供することで、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため

のネットワークづくりを目指す。

千代田区社会福祉協議会は、地域福祉推進を目的とする団体とし

て社会福祉法第109条に規定された区内唯一の法人であり、これまで

も各種機関と連携しながら、地域住民の二ーズや困りごとに対する支

援活動を継続的に行ってきた。

また、区立高齢者総合サポートセンター「かがやきプラザ」の指定

管理者として施設運営や区内高齢者を対象とした事業運営等に携わ

ることで、千代田区の地域性や高齢者支援に関する課題も共有できて

いる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

20 1

契約の相手方

※契約年月日

名称:社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

※契約金額

住所:東京都千代田区九段南1丁目6番10号

契約期間

担当課

令和 6年牛月/

かがやきプラザ4階

根拠規程

乙ワ,9 /6,0ヲ9
淡泥匙一~而契約のため、契約金額は支出限度む

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)

ー
＼
J



件

^

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

セーフティネット保証認定申請・融資相談等窓口業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・1委1回、その他

要 社会状況としては新型コロナウィルス感染症の影響からやや脱却

しつつぁるが、ウクライナ情勢や円安による物価高騰などの影響によ

り中小零細企業の経営環境は依然として厳しい状況のままである。こ

うした状況に対応するため令和2年に開始された、中小企業信用保険

法第2条に基づくセーフティネット保証認定が、現時点でも引き続き

実施されている。

この認定業務の受付には、窓口での適切な相談対応が不可欠である

ため、千代田区内の中小企業の実態を把握し、平素から経営相談を行

つている中小企業診断士に業務を委託する。

選定理由

'乙?'、

商工観光課の窓口には、セーフティネット保証認定申請を行う中小

企業者が未だ多く来訪している状況である。また、区内事業者の相談

内容は、1Tやマーケティング、コンサルティング等の専門的知識を

持った者でなければ対応できないものも少なくない。こうした多種多

様な経営相談に適切に対応するためには、専門的知識を有する中小企

業診断士を引き続き配置して、認定申請・融資受付及び相談業務にあ

たる態勢を整える必要がある。

下記事業者は、現在区が実施する中小企業者向け無料経営相談の相

談員として中小企業診断士を派遣しており、また、過去にも区内中小

ビル実態調査や、商店街振興組合の決算分析業務等の受託実績がある

ことから千代田区の中小企業の実態に精通しており、かつ、一定数の

中小企業診断士を速やかに調整、配置する業務に対応することができ

る区内唯一の団体である。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

令和

一般社団法人ちょだ中小企業経営支援協会

東京都千代田区神田錦町三丁目21番地・

ちよだプラットフォームスクエア 1215

1ユβ%,卯P
鄭価契約のため、契約金棚よ支出限度額※

4年チ月 日

/

円(消費税を含む)

称
所

名
住



契約期間

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

地域振興部商工観光課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



件

''

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

バリアフリーマップ作成及び職員研修実施業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・匡今'その他

要 高齢者や障害者等の社会活動への積極的な参加を目的とし、区内の

歩道状況等の情報を提供するため、バリアフリーマップの日本語版を

作成・更新する。

また、区職員を対象とした歩道状況等の情報収集を研修として実施

し、バリアフリー社会実現の必要性について理解促進に努める。

選定理由 本業務で作成するバリアフリーマップは、平成25年度から下記法

人が実地計測・調査を行って作成しており、道路の傾斜や幅等まで掲

載している地図はほかにはない特徴である。

また、実地踏査による地図情報の収集ノウハウを職員研修に活用で

き、さらに研修で収集した歩道状況等の情報をバリアフリーマップの

作成・更新に活かすことができるのは、下記事業者に限られる。

掲載情報の更新は、地図情報の特許権や著作権、その他排他的権利

を有する下記法人にのみ行える業務である。

以上の理由により下記法人を契約の相手方とする。

4品

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

6年4月令和

特定非営利活動法人リーブ・ウィズ・ドリーム

根拠規程

東京都千代田区外神田三丁目5番13号

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

保健福祉部福祉総務課

了二09,800

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ a

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業関連業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・隻註》その他
口
ロロ

選定理由

民間事業者の電話対応や書類審査事務のノウハウを活用し、もって子育

てサービスの充実を図るととを目的に、ベビーシッター利用支援事業関

連業務を委託する。

1 プロポーザノレ年度令和5年度

(令和5年11月24日 5千子児家発0661号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数初年度

プロポーザルにより選定された下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

タ03

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

令和

株式会社パソナライフケア

東京都港区南青山3-1-30

/ι,/0 十ク P O
※系修浄佃契約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

4年千月1

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

ポンプ所保守点検業務(第803号)

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

西神田仮排水機所の排水設備機器保守点検及び非常時の運転管理

1.設置昭和59年

2.本案件の保守対象機器は、(株)クボタが製作施工した機器であ

る。

3.本業務における機器、設備の維持管理で、設備の維持管理業務に

ついては、この機器の設計製作詳細内容(機器内部構造等機密部分詳

細図面)及び点検業務に伴う数値資料等が、(株)クボタ及びメンテナ

ンス部門を継承しているクボタ環境エンジニアリング(旧クボタ機

エ(株))以外に、保持されていないため、同一の者以外では責任区

分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明、故障修理などの

対処が困難になるなど、業務の履行を達成できないものである。以

上の理由により下記の業者を契約の相手方に指定する。

33 g

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

クボタ環境エンジニアリング株式会社

中央区京橋2丁目1番3号

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

S/ 02_S',/ D P
※'柘幅契約のため、契約金額は支出限度額

4年牛月/

令和6年4月

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

1日から令和7年

/

/

/

円(消費税を含む)

3月31日

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

マイナンバーカード交付予約システム運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

選定理由

要 マイナンバーカード交付予約システムの円滑な運用および安定的な

稼働維持のため、当該システムの運用保守業務を実施する。

本システムは下記業者が当区仕様にシステムをカスタマイズしてお

り運用保守業務を実施している。本システムの運用保守業務について

は既設のシステムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任

が不明確になるほか、故障時の原因究明、故障修理などが困難になる

など、業務の履行が達成出来ない。

以上の理由により下記の業者を契約の相手方に指定する。

日

契約の相手方

※契約年月日

名称

所在地

※契約金額

/ワゞ

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

丸の内二重橋ビルディング

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年 q月/

円(消費税を含む)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地域振興部総合窓口課

ぢ,ξ"q6/之子

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

マンション管理計画認定制度に関する事務業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕璽)その他

要 マンシヨンの管理の適正化の推進に関する法律(以下、 W却とい

う。)に基づく千代田区マンション管理適正化推進計画が令和 5年4

月1日に施行された。区内の分譲マンションの管理組合を対象に、計

画に基づくマンションの管理計画の認定申請(以下、「管理計画認定」

という。)に係る審査事務及び制度の周知、並びに事前相談、受付、

手数料の収納等を行う。また、管理計画認定制度の普及およびマンシ

ヨン管理適正化推進に向け、マンション管理業者を対象とした区の認

定制度の内容および手続き等に関する勉強会を実施する。さらに、区

から法第 5 条の2に基づく助言指導を受けたマンション管理組合等

に対し、当該マンション管理組合が実施した助言指導内容の確認及び

助言指導に対する報告を区へ行う際の添付資料等の確認を行う。

選定理由

チ30

1 事業目的及び必要とする条件等

本件は法に基づく管理計画認定を行うため、認定審査事務の審査業

務等を行うものである。本業務を受託するには、法第5条の 12 に基

づく指定認定事務支援法人として指定を受けている者に限られる。

2 選定理由

本業務を行うために十分な適格性を有するものの指定要件にっいて

は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12の規

定に基づく指定認定事務支援法人の指定に係る基準」(令和5年2月

22日4千環住宅発第 755 号)に定めており、本指定要件に該当する

のは下記法人のみである。よって以上の理由から、下記法人と契約を

イテう。

契約の相手方

^

※契約年月日

※契約金額

名称公益財団法人まちみらい千代田

契約期間

住所千代田区神田錦町3-21

令和 イ月16年

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

楽, ^、ノノ"う
6,4S'フ,000

日

円(消費税を含む)



担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

環境まちづくり部住宅課

地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号

/

Y 1



件

種

工事場所
(工事案件のみ)

名

特命随意契約理由書

安全・安心パトローノレ業務

類
工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・金金、その他

要

選

区民が安全で安心して暮らせるまちづくりのため、犯罪等を未
然に防止し、併せて生活環境を改善することを目的に、区内の
巡回パトロールを契約期間内の毎日24時間実施

定 理

1.プロポーザノレ年度:令和5年度
(令和6年3月5日付5千地安生発第236号令和6年度開始)
該当:千代田区プロポーザル方式業者選定要綱第8条第6号
継続年数:初年度
評価:プロポーザル方式によって選定された下記業者を契約

の相手方に指定する。

契約の相手方

由

W9

※ 契約年月日

※

契

契約金額

日

円(消費税を含む)

担

約

シンテイ警備株式会社

中央区新富一丁目8番8号

根

期

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める
公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和

当

拠

間

6年

規

課

令和6年4月1日から令和7年3月31日

定

/フヲ' 6 す9,ククづ

安全生活課

＼

q 月/

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

医務薬事統合システムの保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他品

千代田保健所における医務薬事統合システムが正常に利用できる

ように運用保守業務を行う。

円(消費税を含む)

1.プロポーザノレ年度平成27年度

(平成27年1月28日付26千保生衛発第458号平成27年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4

号

3.継続年数 10年

4.評価良好な業務成績のため

5.更新令和元年12月17日付31千指業委第13号「指名業者選

定委員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者

を契約の相手方に指定する。

24

契約の相手方

※契約年月日

名称

※契約金額

住所

日本コンピューター株式会社東京営業所

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-42-5

太陽生命大宮ビル5F

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

G年〒月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

1, S 02,6 ヌ"8

保健福祉部生活衛生課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

営繕積算システム賃貸借

特命随意契約理由書

工事

物 品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他(賃貸借)

要

東京23区で統一した工事経費を算出し、23区内での工事経費積

算額の不均衡を無くすとともに、積算業務の合理化・省力化を図る

ため、営繕積算システム(rR IBC2」)のライセンスの貸与と新

年度単価等のデータ購入を行う。

選定理由

導入年度平成20年度

営繕工事経費積算は、東京都財務局で示される工事積算単価及び仕

様を使用して積算するものであり、下記の事業者がシステムを開発

し提供している。とのため、システム開発、統ーデータ提供など全

ての条件を満たすものが1者に特定されるものである。

以上の理由から、下記事業者を契約相手方として指定する。

1βヌ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

一般財団法人建築コスト管理システム研究所

東京都港区西新橋3-25-33 フロンティア御成門

担当課

令禾口

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部施設経営課

/, OSる,000

地方自治法施行令第16.7条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

屋外広告物等実態調査業務(屋外広告物及び看板等の安全推進)

概

特命随意契約理由書

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委i司、その他

屋外広告物の掲出実態を調査し、未申請物件の申請促進及び、許可

基準不適合物件と落下等の公衆に危害を及ぽす恐れのある物件の是

正指導を行うための基礎資料を作成する。また、区で運用する占用総

合管理システム(以下、「本システム」という。)に得られた情報を反

映し、データの更新作業を実施する。

選定理由 屋外広告物等実態調査は現地に出向き、直接、対象となる広告物を

視認・観測し、安全性について判断するとともに未申請物件の確認を

行うものである。平成31年度から令和2年度にかけて実施した前回

調査から5年経過したことから再度実施する業務である。

安全点検は、基本的に視認により安全性を確認するため、判断をす

る上での基準・尺度のありかたや技術的な力量等が調査結果に大きく

影響する。よって、同一精度での継続的な実施が求められる本調査に

おいて、前回調査からの経過観測の診断精度や業務全体の品質を担保

するためには、同一事業者により実施することが望ましい。

また、本調査の実施においては同事業者が開発し、区が導入する本

システムで管理されているデータを活用し、適宜データを更新するこ

とが求められる。よって、本システム下において区と同7条件での作

業を求められる本調査は、下記事業者以外への委託が不可能である。

以上の理由により下記事業者を契約の相手方に指定する。

4/〒

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社ヤチホ

契約期間

住所東京都新宿区市谷本村町3-22

担当課

令和

根拠規程

6年千月

契約締結日の翌日から令和7年3月25日まで

千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

10

39,53仟,000

ザ

円(消費税を含む)



0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃます。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

河川管理用船舶の借り上げ(第716号)

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事
＼

物品・委託・1至匝回

河川管理用船舶を借り上げて河川施設及び道路橋等調査並びに

河川不法投棄物等の除去作業に使用する。

神田川・日本橋川は、首都高速道路や鉄道・橋梁等の構造物が河

川内に錯綜しており、干潮河川の為、潮位による河川の状況変化も

著しい。加えて神田川では、川幅が狭い中、ゴミ運搬船の運航や屋

形船の停泊など、船舶の航行に注意を要する都市河川である。

このような河川状況の中で、死魚や浮遊物の除去、護岸や橋梁の

緊急点検など、迅速な対応が必要である。

このため、常時、調査船・作業船を保有し、これらを 30分以内

に配船する必要がある。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満た

すことが必要であって、ーつーつの条件については、それを満たす

ものが複数存在するが、すべての条件を満たすものが1者に限られ

る。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

1

3チヌ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称:東京シップサービス株式会社

契約期間

住所:港区海岸三丁目1番3号

担当課

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年

令和6年4月

仔月

環境まちづくり部道路公園課

、

2J又、フ?28'

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

加

1日から令和7年

、 、

円(消費税を含む)

3月'3 1日



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

河川情報システム総合保守業務(第810号)

類

工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委1司、その他

要
台風等に伴う千代田区内の雨量及び河川水位を測定・監視する河

川情報システムの機能を維持するため保守点検を行なう。

選定理由

1 本システム、機器及び設備は、株式会社日本エレクトリック・

インスルメント(現A漣OS株式会社)が開発、設置したものであ

る。

2 本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と

密接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確にな

り、また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難にな

るなど業務履行が達成できない。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

,

契約の相手方

ιyx

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

.

ANEOS株式会社

目黒区中央町1-5-12

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

4年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

ya /

道路公園課

ぢ,6 %,600

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

花小金井運動施設管理受付業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物

要

物品・委託その他
口
ロロ

小平市に設置されている花小金井運動施設管理受付等業務

本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下 W却と

いう。)の基本的理念に基づく業務であり、高齢の方であっても容易

に従事可能なものである。

さらに、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職

業の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会

の発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

庁タ

称公益社団法人小平市シルバー人材センター

所〒187-0031

東京都小平市小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東内

契約期間

担当課

q 月/令和 6年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

生涯学習・スポーツ課

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

巧'しι 29,2ワ D

日

円(消費税を含む)

名
住



件名

種類

工事場所

(工事案件のみ)

介護保険指定事業者等管理システムクラウド版の保守管理等業

務

特命随意契約理由書

概要

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品、物品(玉璽)その他

選定理由

千代田区が実施する介護サービス事業所の指定・事業所情報管

理及び指定事業所への指導監督業務を支援するためのシステム

の利用契約及びシステム保守管理等

下記事業者は、介護保険制度開始当初から事業所管理システ

ムを運用しており、東京都においても当該事業者のシステムを

使用している。また、平成30年度より東京都と区市町村の共

同利用型クラウドサービスを開始しており、運用コスト、指定

事業所管理の利便性からも、本業務の相手方として相応しい。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

30 ζ

※契約年月日

※契約金額

その他工事

法人名

所在地

契約期間

担当課

株式会社佐賀電算センター

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木H27番地7

ι年チ月/ロ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目にっいては、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

ζ2チJ子・P

千代田区保健福祉部高齢介護課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

介護予防把握事業

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品<蚕璽>その他

要

選定理由

区内高齢者に調査票(介護予防の要否を判定する質問ネ助を郵送し、

返送者のデータを解析して、生活機能の判定結果や介護予防事業参加

勧奨を通知する。

本事業は、平成21~23年度に行った東京都包括的支援事業(先

駆的介護予防事業)の成果を前提にして、平成24年度に開始した。

本事業は調査票の作成と結果の分析にあたり、専門的な観点から考

案された質問内容及び解析方法により実施する必要がある。下記業者

は、東京都の高齢者医療・保健・福祉行政を研究分野で支えている唯

ーの地方独立行政法人の研究所であり、平成24年度以降の分析・実

施結果・課題を蓄積している。過去の分析結果・課題を本年度の介護

予防事業実施に役立てていくため、とれまでの個人に関する分析の経

過を踏まえた実施結果・課題が不可欠である。これら、ーつーつの条

件については、これを満たすものは複数存在するが、すべてを満たす

ものが下記事業者に限られる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

》%

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

契約期間

住所東京都板橋区栄町35-2

担当課

令和ι年午月1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

ζ,0 》 6,タ"/ 0

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

<
日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

会館施設予約システム構築及び保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他ロロ

区民のライフスタイルの多様化や決済手段の多様化、申請書を含むぺ

ーパーレス化が求められる状況が進んでいることや、社会全体でデジタ

ル化の推進が求められていることから、オンライン化による区民の利便

性向上、業務効率化などを目的に、令和6年12月の稼働を目標に令和

5年度に引き続き次期会館施設予約システムの構築を行っていく。

選定理由 1 プロポーザノレ年度令和5年度

(令和5年10月25日付 5千麹町出発第0072号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第4号

3 継続年度初年度

プロポーザル方式により選定した下記業者を契約の相手方に指定する。

R6

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

担当課

6年 1 0令和 午月

富士通J叩an株式会社東京公共ビジネス統括部

東京都港区東新橋一丁目5番2号

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地域振興部麹町出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

チる,606,230 円(消費税を含む)

物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

会議室予約管理システムの利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品・委託、(乏三三亘>

要 会議室予約管理システムを利用する。

①導入時期令和6年1月23日

②継続年数 1年

本システムは、下記事業者が令和5年度に指名競争入札で落札し、

システム導入を行った。現行システムの利用にあたっては、既設の機

器、システムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分

が不明確になり、また、障害発生時の原因究明沽郊章修理などの対処が

困難になるなど、業務の履行が達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方として指定する。

契約の相手方

3邪

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社内田洋行

契約期間

住所東京都江東区東陽2-3-25往生興和東陽町ビル

令和6年千月1日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部デジタル政策課

P26,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)

まで

当課旦



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

会計年度任用職員の勤勉手当支給及び給与改定に係る人事情報総合

システム改修業務

類

特命随意契約理由書

概

委託

要 法改正及び総務省の技術的助言に伴い、以下の対応を行うため。

①地方自治法の改正により会計年度任用職員に、勤勉手当の支給が可

能となったことに伴い、特別区では令和6年度から実際に手当の支給

をイテう。

②令和5年5月2日付総務省の技術的助言にょり、会計年度任用職の

給与の改定時期は常勤職員に準ずることとされた。特別区では令和5

年度から給与の改定時期を常勤職員に準ずることとし、改定差額の支

給を行う。令和6年度からはシステムで会計年度任用職員の改定差額

を計算するための改修を行う。

選定理由

478

本件は、人事情報総合システムの特許権、著作権及びその他の排他

的権利を有するシステム開発者のみが行うことのできる改造、再構築

であり、同一の開発者以外の者にプログラム改修等を履行させた場

既存の電算システムの運用に著しく支障が生じる恐れがある。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

号

契約の相手方

メ△、
ロ、

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

令和

富士通J叩釦株式会社柔京父笑七'ジネス秩拓部

東京都港区東新橋1-5-2

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年〒月/

契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで

政策経営部人事課

地方自治法施行令第.167条の2第1項第

247 /0,400

日

円(消費税を含む)

1

2



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

外濠公園総合グラウンド予約システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品(蚕璽)その他

要 外濠公園総合グラウンド予約システムの保守

本システムは、平成28年度に公募制指名競争入札により下記業者

が開発し、平成29年1月から運用を開始したものである。

導入8年目であり、情報処理システムの維持管理保守で、既設の情

報処理システムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区

分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処

が困難になるなど、業務の履行を達成できない

よって、下記事業者を契約の相手方に指名する。

契約の相手方

304

※'契約年月日

※契約金額

株式会社ジーウェイブ

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3

幕張テクノガーデンB棟10階

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

年千ヨ 10

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

地域振興部生涯学習・スポーツ課

1, S 19, 9 》' P

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

外濠公園総合グラウンド利用申込受付等業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託その他

要

選定理由

九段生涯学習館において外濠公園総合グラウンドの利用希望者に

対し、利用者登録受付及び競技場利用の利用予約、抽選等の業務を行

い、利用者の便宜を図ると共に、外濠公園総合グラウンド利用の円滑

な管理運営を行う。

27フ

1 導入年度平成19年度利用受付業務開始

2 対象指定管理者協定第11条に準拠

3 継続年数 17年事業実績評価も良好である。

本業務の受付に関しては、従来から九段生涯学習館を受付・申込会

場としている。九段生涯学習館の管理運営を行っている指定管理者グ

ループに履行させることにより履行期間の短縮、経費の削減が確保で

きるなど有利と認められる。また、指定管理者本体業務と密接に関連

する付帯的な業務である。

以上の事により下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

株式会社小学館集英社プロダクション

東京都千代田区神田神保町2-30 昭和ビル

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

ι年千月/

. 公

令和6年4月1日から令和7年3月31日

994P PO '

生涯学習・スポーツ課

地方自治法施行令第167条の2第1項第ワ号

日

円(消費税を含む)

1

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

学校生活アンケート「hyper・QU」の実施

概

特命随意契約理由書

号

事

要

士木・建設

物品・ヨ

区立小学校、区立中学校及び中等教育学校の全学年を対象に、いじ

め、不登校の未然防止や早期発見をすることで、児童・生徒相互のあ

たたかな人間関係づくりに役立てるため、平成26年4月8日に策定

した「千代田区いじめ防止等のための基本方針」に則り、児童・生徒

を対象にしたアンケート調査「h沖er-QU」を実施する。

選定理由

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他、

契約の目的を達成するためには、複数の条件を満たすことが必要で

あって、学校満足度調査やいじめアンケートなどの手法等、ーつーつ

の条件についてはそれを満たすものが複数存在するが、潜在化したい

じめ防止等の発覚に十分寄与できる調査は、現在のところQU調査及

びh沖紅一QU調査に特定される。今後、いじめ防止対策を更に推進す

るため、校園長会でも、hypeT-QU調査を全校で実施していくべきと

いうことになった。

これらの調査は、早稲田大学の教育・総合科学学術院の河村茂雄教

授が開発したものである。河村教授を著者とした調査用紙の出版やコ

ンビュータ診断を下記事業者が行っており、著作権契約上、他の事業

者は実施できない。

よって、本契約については下記の事業者を契約の相手方に指名する

する。

2%

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

名称

担当課

住所

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

株式会社図書文化社 /

東京都豊島区大塚1-4-15

令和 6年千月

令和6年4月1日~令和7年3月31日

、

子ども部指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

4,ヌツg, q・00
、

10

2

、

円(消費税を含む)

品

工
物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

環境衛生システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委劃、その他

ノ

千代田保健所における環境衛生システムが正常に利用できるように

運用保守業務を行う。 .

1 プロポーザル年度令和2年度

(令和2年9月3日付2千保生衛発第326号令和2年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

継続年数 5年

評価良好な業務成績のため

更新業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下

記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

4ξ'6

※契約年月日

名称

※契約金額

住所

円(消費税を含む)

日本コンピューター株式会社東京営業所

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-42-5

太陽生命大宮ビル5F

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6 年 千月

保健福祉部生活衛生課

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

/,60 /,42q・

2
3
4
5



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

環境事前協議技術支援等業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設■剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医秒その他

選定理由

要 千代田区環境計画書制度の事前協議の運営を支援することを目的

とする。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和6年3月27日付5千環環政発第器9号)

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3 継続年数初年度

4 良好な業務成績のため

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方に

指定する。

チチ3

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社日建設計総合研究所

住所東京都千代田区飯田橋二丁目18番3号

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4月

環境まちづくり部環境政策課

6,20千グ00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

環境配慮方針に基づく公共施設の電気需給伯家発補給分含む)

概

特命随意契約理由書

工事

物品

要

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

既回・委託、その他

千代田区地球温暖化対策第5次実行計画に掲げる目標を達成する

ため、 CO.排出量を最大限削減可能な電力事業者から電力の供給を

受ける。

電力の調達にあたっては、「千代田区における温室効果ガス等の排

出の削減に配慮した電力調達の推進に関する方針」第6条第2号に

基づき事業者を選定する。

環境省・経済産業省が公表した「電気事業者別排出係数」の低い

事業者のうち、区の電力使用見込量を満たす電力供給が可能であり、

予算の範囲内の価格で供給できる事業者は限られている。

以上のことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

今%

※契約年月日

※契約金額

名称:出光興産株式会社電力・再生可能エネルギー事業部

住所:東京都千代田区大手町一丁目2番1号

契約期間

担当課

令和6年4月1日

3茄,101,592円 q肖費税を含む)

※単価契約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

子ども施設課、高齢介護課、住宅課、地域保健課、麹町出張所、富

士見出張所、神保町出張所、神田公園出張所、和泉橋出張所、安全

生活課、万世橋出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

議事録作成支援システム保守業務

特命随意契約理由書

工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕弱、その他

要

選定理由

会議や打ち合わせにおいて録音した音声データを基に、音声認識技

術を実装したソフトウェアにより自動テキスト化(文章化)するシス

テムの保守業務(A1エンジンの学習を含む)を行うものである。

導入年度:令和2年度

下記事業者は、本システム及び音響機器を導入した事業者である。

情報処理システム等の維持管理で、現行のシステムと密接不可分の関

係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になる。また、故障発

生時の原因究明、故障修理などの対応が困難になるなど、業務の履行

が達成できない。

以上の理由により下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

午99

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社会議録研究所

契約期間

住所東京都新宿区市谷八幡町16番

担当課

チ" 1令和 6年

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日~令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

92/P0ク

日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

議場システム等定期保守点検業務

特命随意契約理由書

ノ'

概

事 士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕弱、その他

選定理由

要
議会運営に必要な議場システム、委員会室会議システム及び自主放

映システムの保守点検業務を行う。

本契約は、千代田区議会議場システム、委員会室システム及び自主

放映システムを維持管理するための保守点検業務である。

下記業者は、千代田区役所旧庁舎から現庁舎へ移転した際に、議場

システム等の導入を請け負った業者である。また、議場システムのり

プレースを平成29年度に、委員会室システム等のりプレースを令和

2年度に行った際も業務を請け負っていることから現行システムに

精通しており、故障発生時の原因究明、修理対応など迅速に実施する

ことが可能である。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

》ι7

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

令和

担当課

株式会社東和エンジニアリング

東京都千代田区東神田1-フ-8

根拠規程

ι年チ" 10

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

1,ヲ・P 9,/ 00

区議会事務局

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/

品

工
物

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

客引き行為等防止パトロール業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、その他
口
ロロ

「千代田区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」

(平成26年千代田区条例第7号。)に基づき、区民生活の安全安心を

確保するため、区の指定する地域を巡回・駐留警戒し、客引き行為等

をする者に対する指導及び来街者等への啓発活動を継続的に行うこ
/

とで、安全で快適な都市千代田区の実現を図る。併せて、路上喫煙や

ゴミのポイ捨て等への指導を行い、地域の生活環境の向上を図る。

選定理由 1 プロポーザル年度:令和5年度

(令和6年2月7日付 5千地安生発第217号

Sゞ3

2 該当:千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6項

から令和7年3月31日

契約の相手方

3 継続年数:初年度

プロポーザル方式によって選定された下記業者を契約の相手方に

指定する。

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

シンテイ警備株式会社

東京都中央区新富一丁目8番8号所

令和

、/クy,づP/,ぶ劣
楽総イ餅猫契約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

令和6年度開始)

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4ヨ/

令和6年4月1日

地域振興部安全生活課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

課当キ

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

旧外神田住宅1・2階部分の権利関係調整業務

概

工事

物品

特命随意契約理由書

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品委託その他

要

旧外神田住宅(以下「本建物」という。)の1・ 2階部分で居住や営

業等を行う権利者(以下「権利者」という。)の転出に伴う所有物の売

買・補償契約等の調整及び支援を行う。

本業務は、本建物の1・2階で居住や営業等を行う関係者の権利状

況を整理し、低未利用区有財産となっている旧外神田住宅の有効利活

用等に対応できるよう、当該関係者の転出に伴う売買・補償契約の調

整支援業務を行うものである。

従前資産評価、資産の買取交渉、買取交渉成立後の契約手続支援業

務及び円滑な移転先斡旋業務に対応できるととが条件となる。

下記業者は、昭和36年、 1都3県の住宅供給公社が出資し、建設大

臣の許可を経て公益法人として設立した。これまで防災機能・良好な

居住整備の確保、士地の合理的利用等を図るため、公共団体と連携し

「都市再開発法」による同潤会アパート(大正12年関東大震災復興住

宅)の建替え等の市街地再開発事業や「密集市街地整備法」による防

災街区整備事業などのまちづくりを推進しており、旧外神田住宅と同

様に複雑に権利関係の入り組んだ再開発等の事務局として、権利者の

生活再建や合意形成を多数行っている。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たす

ことが必要であって、ーつーつの条件については、それを満たすもの

が複数存在するが、全てを満たすものが1者に限定される。

選定理由

22_2-

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

以上の理由によ_り、_下記業者を_契約の相手方_に指定す_る。_

契約期間

担当課

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

一般財団法人首都圏不燃建築公社

港区芝浦三丁目9番1号芝浦ルネサイトタワ-17階

根拠規程

/ロ6年リ月令和

う,う47,/ク0
契約締結日の翌日から令和7年3月31日

施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含婦繋佃捌匝契約のため、契約金額は支出限度額

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

旧箱根千代田荘空き家管理業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭亙)、その他品

旧箱根千代田荘の空き家管理業務

・機械警備及び週1回の警備員による巡回

'目視点検等施設内部巡回月2回

・樹木剪定・除草及び害虫駆除

・雨水汚水槽点検

・消防設備点検

・屋上樋・道路面清掃及び道路面簡易剪定

選定理由

37之

1.業務開始平成28年度(競争入木D

2.本業務受託にあたり、施設に警備用機器類を設置し受託先の警

備センターと結んで警備を行っている。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、また、令和5

年度の業務成績も良好である。履行の安全と機械警備の機密性・

保安性を確保し、引き続き円滑な管理業務を継続するため、下記

業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

東海綜合警備保障脱

伊東市玖須美元和田 716-102

担当課

令和

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

6年

令和6年4月1日~令和7年3月31日

.

ヰ月

i^

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

1 0

4,ユ、Sワ,000
、

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

旧万世橋出張所・区民会館総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿劃、その他

選定理由

旧万世橋出張所・区民会館の安全・良好な環境の保持、快適な施設

利用のために、総合維持管理を行い、施設・設備の点検及び保守、運

転、監視、清掃等の各業務を行う。

旧万世橋出張所・区民会館及び石丸2号館は、一体の共同建築物で

ある。このため、一棟の建物を総合的かつ安全な環境ど侠適な施設利

用を行うために、施設・設備の点検及び保守、運転、監視等の各業務

を共同で管理していくための管理規約を定めている。この管理規約第

4条第2項により、施設設備の保守管理は株式会社石丸本社と同一業

者に委託することとなっている。

以上の理由により下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

28 /

※契約金額

名称株式会社シミズ・ビルライフケア

契約期間

住所東京都中央区京橋二丁目10番2号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4月/

安全生活課

ノ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

2,ユ、/2 / 3'20 円(消費税を含む)

課当キ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

牛乳空き紙パック収集運搬業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 学校給食における牛乳の空き紙パックを各学校から収集運搬する。

下記業者は、区内業者を中心としたりサイクル業者の団体で、清掃事業

が東京都から千代田区に移管された年の平成12年3月27日付で、ごみ

減量・りサイクル事業推進についての「協定書」を取り交わしている。

学校給食から出る牛乳空き紙パックを各学校から資源として回収し、古

紙事業者に運び込んでりサイクルするため、業者の団体と契約を締結する

ことにより、回収及び資源化を効率的に行うことができる。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たすと

とが必要であって、ーつーつの条件については、それを満たすものが複数

存在するが、全ての条件を満たす者が1者に特定される。

以上の理由により、下記の者を契約の相手方に指定する。

Sゞ》

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

千代田区りサイクル事業協同組合

千代田区飯田橋2-12-1

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ι年チ月10

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

千リ 9, q・ク D
(消費税を含む)契約のため、契約金額は支出限度額円

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/

物品:物品 也イそ@

.
木 イ

、



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

教育・子育て施設への包括管理委託支援業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委i司、その他

選定理由

教育・子育て施設の保守管理業務において、包括管理委託導入に向

けた調査検討を行う上で、業務支援及び必要な各種資料等の作成を行

つ。

円(消費税を含む)

本業務は、令和5年度:契約番号62 号「教育・子育て施設への包

括管理委託導入検討支援業務」を継続して行うものであり、実施にあ

たっては、これまで得た知見を活用しつつ、継続性・一体性を保つ必

要がある。

下記業者は「教育・子育て施設への包括管理委託導入検討支援業務」

を令和5年度に競争入札にて受託しており、当該業務の検討状況を熟

知し、それを踏まえての支援業務が可能である。また、当該業務に関

する区の状況等も十分に把握しており、精度の高いアドバイスに加え

て、区の意向に沿った支援業務や計画全体の進捗管理が可能となる。

併せて、当該業務のタイトなスケジュールのなかで、業務を継続す

ることにより事前準備等の履行期間の短縮が図られ、経費面において

も有利と考えられる。

令和5年度の業務成績も良好であることから下記事業者を契約の

相手方に指定する。

36 q

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称八千代エンジニヤリング株式会社事業統括本部

契約期間

住所台東区浅草橋5-20-8

担当課

千月1日令和 6年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項'目が含まれてい

子ども部子ども施設課

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

B,939,00ひ

/

/


